
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
廃
川
敷
地
の
発
生　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
河　

川　

課
）　

一

○
道
路
の
区
域
変
更　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
道
路
維
持
課
）　

一

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

二

○
道
路
の
供
用
開
始　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

三

○
救
急
医
療
機
関
に
関
す
る
認
定　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
医
務
福
祉
課
）　

三

　
　

登　

載　

依　

頼

○
平
成
十
二
年
度
財
政
的
援
助
団
体
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置
の
公
表　

（
監
査
委
員
）　

四

○
平
成
十
二
年
度
定
期
監
査
結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置
の
公
表　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

五

○
平
成
十
三
年
度
第
一
次
定
期
監
査
結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置
の
公
表　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

六

○
平
成
十
三
年
度
第
二
次
定
期
監
査
結
果　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　

〃　
　

）　

七

熊
本
県
告
示
第
七
百
九
十
号

　

河
川
区
域
の
廃
止
に
よ
り
廃
川
敷
地
が
生
じ
た
の
で
、
河
川
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
十
四
号
）

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
書
は
、
熊
本
県
土
木
部
河
川
課
及
び
宇
城
地
域
振
興
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
川
管
理
者　

熊
本
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

代
表
者　

熊
本
県
知
事　

潮
谷　

義
子

一　

河
川
の
名
称

　
　

大
野
川
水
系
大
野
川

二　

廃
川
敷
地
が
生
じ
た
年
月
日

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

三　

廃
川
敷
地
の
位
置

　
　

下
益
城
郡
松
橋
町
大
字
浦
川
内
字
平
立
七
五
六
番
一
地
先
か
ら

　
　

下
益
城
郡
松
橋
町
大
字
浦
川
内
字
大
鳥
五
六
六
番
二
地
先
ま
で

四　

廃
川
敷
地
の
面
積

　
　

二
千
九
百
三
十
・
六
八
平
方
メ
ー
ト
ル

熊
本
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

道
路の種

類
主
要

地
方

道

路

線

名

本

渡

五

和

線

区

域

変

更

す

る

区

間

天
草
郡
五
和
町
大
字
上
野
原
字
柏
ノ
木

　
　
　
　
　
　
　

六
六
四
番
二
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　
　

六
七
一
番
二
地
先
ま
で

後前前後

幅　
　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

一
一
・
五

　
　

〜

　

一
九
・
〇

一
一
・
五

　
　

〜

　

二
九
・
〇

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

六
一
・
〇

六
一
・
〇

備　

考

単
道
改



熊
本
県
告
示
第
七
百
九
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

熊
本
県
告
示
第
七
百
九
十
三
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

熊
本
県
告
示
第
七
百
九
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
区
域
変
更
す
る
区
間
等

二　

区
域
変
更
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
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道
路の種

類
一
般

県
道

路

線

名

畠
口
川
尻

停
車
場
線

区

域

変

更

す

る

区

間

熊
本
市
八
幡
町

　
　
　
　
　
　
　

一
六
〇
番
一
地
先
か
ら

同　
　

所

　
　
　
　
　
　

一
〇
五
五
番
一
地
先
ま
で

後前前後

幅　
　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

八
・
〇

　
　

〜

　

三
四
・
〇

　

八
・
四

　
　

〜

　

三
〇
・
五

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

七
八
・
〇

七
八
・
〇

備　

考

単
橋
改

道
路の種

類
一
般

県
道

路

線

名

南

田

島

豊

田

線

区

域

変

更

す

る

区

間

鹿
本
郡
植
木
町
大
字
平
井
字
井
手
上

　
　
　
　
　
　

一
六
四
四
番　

地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　
　
　
　

字
井
手
下

　
　
　
　
　
　

一
三
一
九
番
二
地
先
ま
で

後前前後

幅　
　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

七
・
八

　
　

〜

　

一
五
・
〇

　

九
・
六

　
　

〜

　

一
八
・
八

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

九
三
七
・
〇

九
三
七
・
〇

備　

考

交
安
施

道
路の種

類
主
要

地
方

道

路

線

名

錦

湯

前

線

区

域

変

更

す

る

区

間

球
磨
郡
湯
前
町
字
中
園

　
　
　
　
　
　

四
六
八
二
番
二
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　

四
六
四
八
番
一
地
先
ま
で

後前前後

幅　
　
　

員

（
メ
ー
ト
ル
）

　

四
・
四

　
　

〜

　
　

六
・
六

　

八
・
二

　
　

〜

　

一
二
・
三

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
三
二
・
四

一
三
二
・
四

備　

考

単
道
改



熊
本
県
告
示
第
七
百
九
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

熊
本
県
告
示
第
七
百
九
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
三
年
十
月
十
七
日
か
ら
六
十
日
間
、
熊
本
県
土
木
部
道
路
維
持
課
に
お
い

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

道
路
の
種
類
、
路
線
名
及
び
供
用
開
始
す
る
区
間
等

二　

供
用
開
始
す
る
期
日　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

熊
本
県
告
示
第
七
百
九
十
七
号

　

次
の
医
療
機
関
を
救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
に
定
め

る
救
急
医
療
機
関
に
認
定
し
た
の
で
、
同
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

救
急
医
療
機
関
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道
路
の
種
類

主
要
地
方
道

路　

線　

名

坂

本

人

吉

線

供

用

開

始

す

る

区

間

人
吉
市
合
ノ
原
町
字
合
ノ
原

　
　
　
　
　
　

三
二
四
番
六
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

字
野
々
下

　
　
　
　
　

一
四
八
二
番
四
地
先
ま
で

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

七
一
・
〇

備　
　

考

緊

道

整

道
路
の
種
類

一
般
県
道

路　

線　

名

和

仁

山

鹿

線

供

用

開

始

す

る

区

間

山
鹿
市
石
字
前
田

　
　
　
　
　
　

一
六
五
番
五
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　

一
三
二
番
二
地
先
ま
で

延　
　
　

長

（
メ
ー
ト
ル
）

一
六
〇
・
〇

備　
　

考

単

道

改

名　
　
　
　

称

熊
本
脳
神
経
外
科
病
院

保
田
窪
整
形
外
科
病
院

博
愛
会
病
院

医
療
法
人
竹
下
外
科
整

形
外
科
医
院

南
熊
本
病
院

西
日
本
病
院

緒
方
脳
神
経
外
科
医
院

医
療
法
人
寺
尾
病
院

熊
本
市
立
熊
本
市
民
病

院

所　
　
　
　

在　
　
　
　

地

熊
本
市
本
荘
六
丁
目
一
番
二
十
一
号

熊
本
市
保
田
窪
五
丁
目
七
番
二
十
七
号

熊
本
市
紺
屋
今
町
四
番
三
号

熊
本
市
大
江
五
丁
目
四
番
二
十
四
号

熊
本
市
南
熊
本
三
丁
目
七
番
二
十
七
号

熊
本
市
八
反
田
三
丁
目
二
十
番
一
号

熊
本
市
池
田
一
丁
目
十
四
番
八
十
二
号

熊
本
市
小
糸
山
町
七
百
五
十
九
番
地

熊
本
市
湖
東
一
丁
目
一
番
六
十
号

認　
　

定　
　

期　
　

間

平
成
十
三
年
九
月
三
十
日
か
ら

平
成
十
六
年
九
月
二
十
九
日
ま
で

平
成
十
三
年
十
月
九
日
か
ら

平
成
十
六
年
十
月
八
日
ま
で

平
成
十
三
年
十
月
九
日
か
ら

平
成
十
六
年
十
月
八
日
ま
で

平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
か
ら

平
成
十
六
年
十
月
三
十
一
日
ま
で

平
成
十
三
年
十
二
月
十
三
日
か
ら

平
成
十
六
年
十
二
月
十
二
日
ま
で

平
成
十
三
年
十
二
月
十
三
日
か
ら

平
成
十
六
年
十
二
月
十
二
日
ま
で

平
成
十
三
年
十
二
月
十
三
日
か
ら

平
成
十
六
年
十
二
月
十
二
日
ま
で

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日
か
ら

平
成
十
七
年
一
月
二
十
四
日
ま
で

平
成
十
四
年
三
月
二
十
九
日
か
ら

平
成
十
七
年
三
月
二
十
八
日
ま
で

〃

〃

山
鹿
市
石
字
前
田

　
　
　
　
　
　

一
三
〇
番
二
地
先
か
ら

同　
　

所　
　
　

同　
　

字

　
　
　
　
　
　

一
八
八
番
一
地
先
ま
で

一
二
五
・
〇

〃



熊
本
県
監
査
委
員
公
告
第
十
号

　

平
成
十
二
年
八
月
二
日
か
ら
平
成
十
三
年
三
月
九
日
ま
で
の
間
に
実
施
し
た
財
政
的
援
助
団
体
監
査
の

結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置
を
、
地
方
自
治
法
第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
監
査
委
員　

松　

島　

紀　

男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

白　

石　

和　

男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

山　

本　

秀　

久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

児　

玉　

文　

雄

平成13年10月17日　水曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  7  5  5号 4

宇
賀
岳
病
院

国
民
健
康
保
険
松
橋
町

立
病
院

お
お
も
り
病
院

下
益
城
郡
松
橋
町
松
橋
千
四
百
五
十
五

番
地
一

下
益
城
郡
松
橋
町
大
字
豊
福
五
百
五
番

地下
益
城
郡
小
川
町
北
新
田
五
番
地

平
成
十
四
年
一
月
二
十
五
日
か
ら

平
成
十
七
年
一
月
二
十
四
日
ま
で

平
成
十
三
年
十
月
六
日
か
ら

平
成
十
六
年
十
月
五
日
ま
で

平
成
十
四
年
三
月
十
六
日
か
ら

平
成
十
七
年
三
月
十
五
日
ま
で

登　

載　

依　

頼



熊
本
県
監
査
委
員
公
告
第
十
一
号

　

教
育
長
か
ら
、
平
成
十
二
年
度
第
三
次
及
び
第
四
次
定
期
監
査
の
結
果
に
基
づ
く
改
善
措
置
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
監
査
委
員　

松　

島　

紀　

男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

白　

石　

和　

男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

山　

本　

秀　

久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

児　

玉　

文　

雄
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熊
本
県
監
査
委
員
公
告
第
十
二
号

　

平
成
十
三
年
四
月
十
七
日
か
ら
平
成
十
三
年
四
月
二
十
六
日
ま
で
の
間
に
実
施
し
た
監
査
の
結
果
に
基

づ
く
改
善
措
置
を
、
地
方
自
治
法
第
百
九
十
九
条
第
十
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
監
査
委
員　

松　

島　

紀　

男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

白　

石　

和　

男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

山　

本　

秀　

久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

児　

玉　

文　

雄

平成13年10月17日　水曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  7  5  5号 6



熊
本
県
監
査
委
員
公
告
第
十
三
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百
九
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
三

年
五
月
十
日
か
ら
平
成
十
三
年
八
月
十
日
ま
で
の
間
に
実
施
し
た
監
査
の
結
果
を
、
同
条
第
九
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
十
三
年
十
月
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
監
査
委
員　

松　

島　

紀　

男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

白　

石　

和　

男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

山　

本　

秀　

久

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同　
　
　
　
　
　
　

児　

玉　

文　

雄

平成13年10月17日　水曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  7  5  5号7



平成13年10月17日　水曜 熊 本 県 公 報 第 1  0  7  5  5号 10
発　
行　
所　

熊　
　
　

本　
　
　

県　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
市
国
府
四
丁
目
一
〇｜

一
八

平
成
十
三
年　
十　
月　
十
七　
日
印
刷　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

印
刷
所　

株
式
会
社　
　
　

秀　
　
　

巧　
　
　

社

平
成
十
三
年　
十　
月　
十
七　
日
発
行　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

電
話
㈹
〇
九
六｜

二
八
六｜

二
二
二
一
番

古紙配合率１００％


